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議
案
請
願
・
陳
情

ほうこく ふたく

　

市
議
会
は
い
つ
も
開
か
れ

て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
決
ま
っ
た
時
期
に
開
か

れ
る
議
会
を
「
定
例
会
」
と

い
い
、
塩
尻
市
の
定
例
会
は

１
年
間
に
４
回
（
３
月
、
６

月
、
９
月
、
12
月
）
開
か
れ
、

市
長
や
議
員
か
ら
提
出
さ
れ

る
議
案
や
市
民
等
か
ら
要
望

さ
れ
る
請
願
・
陳
情
等
に
つ

い
て
審
議
し
ま
す
。

　

議
案
等
の
審
議
は
本
会
議

と
委
員
会
に
分
か
れ
ま
す
。

　

専
門
的
に
議
案
審
査
を
行

う
必
要
が
あ
る
議
案
に
つ
い

て
は
、
委
員
会
に
付
託
さ
れ

ま
す
。
委
員
会
に
は
総
務
産

業
、
社
会
文
教
、
予
算
決
算

の
３
つ
の
常
任
委
員
会
が
あ

り
ま
す
。
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